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特区活用 
 

 

 

①対面診療（もしくはオンライン診療） 

②処方箋の交付 

④対面服薬指導・薬剤の交付 

③処方箋の持込 

薬局 

②特定処方箋(※)の送付 

②´特定処方箋 

の写しの送付 

①オンライン診療 ④薬剤の配送 

③オンライン服薬指導 

薬局 医療機関 

医療機関 

患者 

患者 

※特定処方箋とは、対面以外の方法で行われた診療（オンライン診療）により交付された処方箋のことを指します。対面診療により交付

された通常の処方箋ではオンライン服薬指導を行うことはできません。 

オンライン服薬指導の主な実施要件 
・対象となる患者は、千葉市内に居住する方のみ 
・対面以外の方法で診療が行われた場合のみ、オンライン服薬指導が可能（対面診療の場合は不可） 
・実施できる薬局は、市の登録を受けた千葉市内の薬局のみ 


